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DISCLOSURE 

                                          ディスクロージャー誌 

白山農業協同組合 



令和5年12月吉日

白山農業協同組合
代表理事組合長　柄田　俊樹

当JAの第17年度半期（令和5年4月1日から令和5年9月30日）情報についてお知らせいたします。

Ⅰ 地域貢献情報

地域貢献の全般に関する事項

(1) 協同組合の特性

(2) 組合員数、出資金の状況

　当ＪＡの組合員数、及び組合員の皆様が払い込んでいる出資金額は次のとおりです。 
単位：人、千円

項目 組合員数 出資金
正組合員 3,497 1,325,849
准組合員 3,258 203,818
処分未済持分 2,540

合計 6,755 1,532,207

１．地域からの資金調達の状況

(1) 貯金・定期積金残高

単位：千円
種類 残高

当座性貯金 26,397,662  
定期性貯金（定期積金を除く） 47,555,028
定期積金 968,204

合計 74,920,894

(2) 貯金商品
　目的・金額・期間にあわせてご利用いただける各種貯金商品を取り扱っております。

当座貯金 財形貯金
普通貯金 定期貯金
貯蓄貯金 定期積金
納税貯金 積立定期貯金

　組合員をはじめ地域の皆様からお預りしている貯金・定期積金の残高は次のとおりです。

第17年度 半期情報の開示について

　 当ＪＡは、石川県白山市南部（旧美川町、旧鶴来町、旧河内村、旧吉野谷村、旧鳥越村、旧尾口村、
旧白峰村）を事業区域として、農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助（お互
いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通の理念として運営される協同組織であり、農業と地域
の活性化に資する地域金融機関です。
あ
　資金の大半は組合員の皆さまなどからお預かりした、大切な財産である「貯金」を源泉としておりま
す。資金を必要とする組合員の皆さま方の他、地方公共団体などにもご利用いただいております。
あ
　また、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて、事業活動を展開し
ています。 ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地域の協同組合
として、農業や助けあいを通じた社会貢献に努めています。

貯金商品名

　主な貯金商品は次のとおりです。　取扱い商品の詳細は、当ＪＡのホームページをご覧になるか、当
ＪＡまでお問い合わせください。



２．地域への資金供給の状況

(1) 貸出金残高

単位：千円
資格 金額

組合員等 5,761,759
地方公共団体 11,513,829
その他 210,147

合計 17,485,735

(2) 制度融資取扱状況

単位：千円
残高

120,384
7,000

-
-
-
-

45,612
172,996

(3) 融資商品

住宅ローン リフォームローン
マイカーローン 教育ローン
カードローン フリーローン
農業バックアップ資金 農業近代化資金
賃貸不動産取得資金 事業資金

中山間地域活性化資金

その他

　主な貸出商品は次のとおりです。　取扱い商品の詳細は、 当ＪＡのホームページをご覧になるか、当
ＪＡまでお問い合わせください。

農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）

　組合員をはじめ地域の皆様への貸出金の残高は次のとおりです。

　農業制度資金は、農業経営の改善や、経営規模の拡大などに必要な資金で、国・県・市の農業施策
に基づいて融資される低利の資金です。
　制度資金の取扱状況は次のとおりです。

資金種類
農業近代化資金

合計

農住利子補給制度資金

貸出商品名

畜産特別資金

　農業事業資金・住宅ローン・マイカーローン・教育ローンなど、組合員へのご融資をはじめ、地域の皆
様の暮らしや、農業者・事業者の皆さまの事業に必要な資金をご融資しております。

天災融資法に基づく災害資金



３．文化的・社会的貢献に関する事項

(1) 文化的・社会的貢献に関する事項

○地産地消への取組み
　　・白山市内の学校給食や地域施設への地元農産物の提供に係る支援を行っています。
　　・「よらんかいねぇ広場」の産直会員に対し、利用者ニーズに沿った情報提供や栽培技術指導を行う
　　　事で、多様な作物の出荷や安全生産、通年出荷を推進し、地産地消の拡大を図ります。

○ 支店を核とした協同活動の実践
　　・支店を協同活動の拠点として位置づけ、地域コミュニティの活性化を目指します。
　　・役職員と組合員が一体となり、園芸教室や農業まつり等「1支店1協同活動」に取組みます。

○食農教育への取組み
　　・子育て世代ファミリー層の「農」に対する理解を深めるため、農業体験等への積極的な参加を促し、
　　　農業振興の応援団活動を行います。

○高齢者福祉支援の取組み
　　・高齢者組合員の健康増進を目的に高齢者組織が開催する諸活動「ふれあいサロン」を「JAふれあ
　　　いサロン実施促進要領」に基づき支援します。
　　・顧問税理士による無料税務相談会を開催し、組合員のよりよい暮らしを支援します。

(2) 利用者ネットワーク化への取組

(3) 情報提供活動

(4) 店舗体制

① 本店・支店・出張所

店舗名 所在地の住所 電話番号 ATMの設置台数
本店 白山市井口町に62番地1 076-272-3333 -
蝶屋支店 白山市西米光町13番地 076-278-2315 1台
つるぎ支店 白山市井口町に58番地1 076-272-1515 2台
大神支店 白山市白山町ｦ55番地1 076-272-0620 -
手取支店 白山市吉野夏116番地 076-255-5001 1台
白峰支店 白山市白峰ロ62番地1 076-259-2003 -

② 店舗外自動化機器

設置場所 所在地の住所 機器種類 営業日（平日・土・日）
農産物加工センター 白山市道法寺町へ21番地 ＡＴＭ 平日・土・日
河内地場産業センター 白山市河内町福岡124番地 ＡＴＭ 平日・土・日

　広報誌「ＪＡだより」を発行し、ＪＡからのお知らせや、組合員・地域に関する話題を掲載しています。ま
た「ＪＡ白山ホームページ」(http://www.ja-hakusan.jp)も公開しており、事業案内、特産品紹介等を掲載
し、情報の発信につとめています。

　年金友の会を結成し、地域の方々の交流と健康増進のお手伝いをしています。また、県下ＪＡグルー
プで「年金友の会グラウンドゴルフ大会」等に参加し技術向上と親睦融和を図っています。



Ⅱ 財務状況や事業に関する項目 

１．農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権(単体）

（単位：百万円）
増 減

0
-1
0
0
0

436
434

（注）半期自己査定結果に基づく債権額です。

○　農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権の用語説明

破 産 更 生 債 権 お よ び

こ れ ら に 準 ず る 債 権

２．単体自己資本比率(国内基準適用）
（単位：％）

(注)９月期は、仮決算に基づき、９月末リスク・アセットと自己資本（半期利益を前年度の次期繰越剰余金に加算し、

　外部流出予定額を控除しない）を算出し、自己資本比率を算定しました。

３．主要勘定の状況
（単位：百万円）

項目
貯 金
貸 付 金
預 け 金

有 価 証 券
（注）有価証券については、貸借対照表計上額にて記載しております。

４．有価証券等時価情報

【有価証券】 （単位：百万円）

時価
(Ｂ)

差額
(Ｂ)－(Ａ)

貸借対照表
計上額

(Ａ)

時価
(Ｂ)

差額
(Ｂ)－(Ａ)

- - - - -

取得原価
又は償却原価

(Ｂ)

差額
(Ａ)－(Ｂ)

貸借対照表
計上額

(Ａ)

取得原価
又は償却原価

(Ｂ)

差額
(Ａ)－(Ｂ)

4,872 -561 3,494 3,771 -277

（注）９月末の有価証券の時価は９月末日における市場価格等に基づく時価としています。

満 期 保 有 目 的

そ の 他

17,486

-

4,311

貸借対照表
計上額

(Ａ)

項目 令和5年9月末 令和5年3月末

令和5年3月末
24.55

令和5年9月末
24.33

0
0

0

令和5年9月末 令和5年3月末 令和4年9月末
74,921 73,172 75,546

17,077 15,277
53,630 53,528 54,374

項目

4,311 3,494

令和5年9月末 令和5年3月末

6,796

貸借対照表
計上額

(Ａ)

破産更生債権およびこれらに準ずる債権 3 3
危 険 債 権 37 38
要 管 理 債 権 0 0

三 　月 　以 　上　 延 　滞 　債　 権

貸　 出　 条　 件 　緩 　和　 債 　権

正 常 債 権 17,474 17,038
0

合計 17,514 17,080

破産手続き開始、更生手続き開始、再生手続き開始の申立て等の事由により経営破綻に
陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権

危 険 債 権
経営破綻の状態には至っていないが、財政状態や経営成績が悪化して、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性が高い債権

正 常 債 権
財政状態及び経営成績に問題がないものとして、｢破産更生債権およびこれらに準ずる債
権｣｢危険債権｣｢要管理債権｣以外のものに区分される債権

要 管 理 債 権 三月以上延滞債権と貸出条件緩和債権の合計額

三 月 以 上 延 滞 債 権
元本又は利息の支払が約定日の翌日から三月以上延滞している貸出金で、破産更生債権
及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないもの

貸 出 条 件 緩 和 債 権
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本
の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債
権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないもの



 

石川県白山市井口町に 62番地１ 
TEL（０７６）２７２－３３３３ 
https://www.ja-hakusan.jp/ 


